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旗本子女の婚姻について

西　沢　淳　男

Marriage of a Child of a Direct Retainer
of the Tokugawa Shogun Family

Atsuo NISHIZAWA

Summary

　　This paper introduces the marriage process of a child of Hatamoto, a direct retainer of the 

Shogun family based on the study results by earlier scholars and also compares diff erence in the 

process with marriage of a child of Daimyo, a feudal lord. 

　　Marriage of a Daimyo’s child was considered based on family status and the amount of a 

dowry was one of the most issues. In turn, the previous studies indicated that the dowry was 

received openly, despite the dowry prohibition for marriage and adoption of a child of Hatamoto. 

However, the amount of the dowry for the marriage of a child of the Takegaki family, who is a 

Hatamoto family I examined in this study, was within the limits of courtesy, and karoku 

(hereditary stipend) and dowry were not an important issue. While marrying down was seen in 

Daimhyo’s marriage, it was not seen in Hatamoto’s marriage. 

　　The paper showed that both Daimyo’s and Hatamoto’s wedding processes consisted of 

various ceremonies but there were some diff erences in the order and type of ceremony. 
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本
稿
で
は
先
学
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、旗
本
子
女
の
婚
姻
過
程
を
紹
介
し
、大
名
家
子
女
と
の
差
違
も
検
討
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　

大
名
家
の
婚
姻
で
は
、
通
婚
範
囲
は
家
格
を
踏
ま
え
る
が
、
持
参
金
が
交
渉
過
程
に
お
い
て
重
要
案
件
で
あ
っ
た
。
旗
本
・
御
家
人
に

お
い
て
も
婚
姻
・
養
子
縁
組
に
お
い
て
も
禁
令
が
出
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
考

察
対
象
の
竹
垣
家
子
女
の
婚
姻
で
は
、
儀
礼
の
範
囲
内
で
の
持
参
金
で
、
家
禄
や
持
参
金
は
あ
ま
り
重
要
な
要
素
で
は
な
か
っ
た
。
大
名

家
で
見
ら
れ
た
、
新
婦
が
格
下
の
新
郎
に
嫁
ぐ
降
下
婚
で
も
な
か
っ
た
。

　

ま
た
婚
礼
プ
ロ
セ
ス
は
、大
名
家
で
は
「
縁
組
↓
結
納
↓
初
道
具
披
露
↓
祝
言
↓
皆
子
餅
↓
三
ツ
目
祝
儀
（
里
披
き
）
↓
五
ツ
目
祝
儀
（
実

家
の
両
親
が
初
め
て
訪
問
す
る
）
↓
膝
直
御
祝
儀
（
夫
婦
の
み
で
二
度
目
の
里
帰
り
）」
の
よ
う
に
諸
儀
が
進
行
し
て
し
て
い
く
が
、
旗
本

で
あ
る
竹
垣
家
で
は
「
結
納
↓
幕
府
許
可
↓
道
具
入
れ
↓
婿
入
り
↓
嫁
入
り
↓
祝
言
↓
三
ツ
目
（
皆
子
餅
）
↓
里
披
き
↓
舅
入
り
」
と
進

行
し
、
差
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
：
婚
姻
、
持
参
金
、
養
子
、
家
格
、
家
禄
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は
じ
め
に

　

武
家
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
研
究
史
は
多
く
な
い
。
そ
の
中
心
的
考
察
は
、
戦
前

の
横
江
勝
美
に
よ
る
大
名
家
（
１
）や

加
賀
藩
士（
２
）の

身
分
内
結
婚
や
分
析
に
よ
っ
て
導
き

出
さ
れ
た
女
子
の
実
家
が
嫁
ぎ
先
よ
り
も
家
格
が
上
で
あ
る
と
い
う
降
嫁
婚
説
を

踏
ま
え
て
、
各
大
名
家
の
婚
姻
と
家
格
の
比
較
検
証
か
ら
通
婚
範
囲
や
婚
姻
政
策

を
考
察
し
た
も
の
（
３
）や

、
大
名
家
臣
の
通
婚
に
つ
い
て
考
察
し
た
（
４
）研

究
が
あ
る
。
ま

た
、
松
尾
美
恵
子
の
研
究
の
よ
う
に
（
５
）、

大
名
家
の
婚
姻
の
み
な
ら
ず
養
子
や
そ
の

持
参
金
と
婚
姻
の
関
係
を
考
察
し
、
持
参
金
目
当
て
の
婚
姻
・
養
子
縁
組
が
大
名

家
に
お
い
て
も
公
然
と
行
わ
れ
、
旗
本
・
御
家
人
の
養
子
持
参
金
の
禁
令
が
効
果

を
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
村
典
子
は
真

田
家
の
事
例
と
し
て
、
持
参
金
は
交
渉
段
階
で
の
重
要
案
件
で
は
あ
っ
て
も
、
相

手
選
定
の
最
重
要
要
素
で
は
な
い
と
す
る
（
６
）。

　

何
れ
も
、
大
名
家
も
し
く
は
、
そ
の
家
中
が
考
察
対
象
の
中
心
で
、
婚
姻
に
い

た
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
（
７
）。

民
俗
学
か
ら

の
考
察
も
含
め
、
町
家
（
８
）や

農
家
（
９
）に

つ
い
て
と
比
べ
て
も
顕
著
で
あ
る
。
こ
と
旗
本

に
つ
い
て
は
皆
無
で
あ
る
。
大
名
は
、
家
の
指
標
と
し
て
の
殿
中
座
班
、
官
位
、

石
高
等
々
か
ら
比
較
分
析
す
る
が
、
旗
本
は
諸
大
夫
・
布
衣
・
平
士
の
家
格
の
違

い
が
あ
る
が
、
不
変
で
は
な
く
、
石
高
の
高
低
に
関
わ
ら
ず
本
人
一
代
限
り
で
そ

の
格
式
相
当
の
役
職
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
格
式
が
与
え
ら
れ
る
も
の

で
、
大
名
の
よ
う
な
分
析
仕
法
も
無
意
味
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
関
東
代
官
竹
垣
直
道
日
記）
10
（

」（
史
料
は
、
特
に
註
を
付
さ

な
い
限
り
同
日
記
に
よ
る
）
を
素
材
と
し
て
、旗
本
子
女
の
婚
姻
過
程
を
紹
介
し
、

比
較
事
例
を
提
示
す
る
と
共
に
、
幕
臣
の
生
活
史
の
一
面
も
み
て
い
き
た
い
と
思

う
。

一
、
竹
垣
家
と
親
族

　

竹
垣
家
は
、
喜
長
が
甲
府
宰
相
家
宣
の
徳
川
宗
家
相
続
に
従
い
幕
臣
に
加
え
ら

れ
、
勘
定
と
な
っ
た
。
二
代
目
喜
道
以
降
六
代
目
直
道
に
至
る
ま
で
代
々
代
官
を

務
め
、
江
戸
時
代
中
後
期
で
は
希
有
な
家
で
あ
っ
た
。
家
禄
は
初
代
喜
長
が
召
し

抱
え
時
一
〇
〇
俵
、
加
増
五
〇
俵
で
一
五
〇
俵
と
な
っ
て
以
降
幕
末
ま
で
変
動
は

な
か
っ
た）
11
（

。

　

図
１
は
、
三
右
衛
門
直
道
を
中
心
と
し
た
親
類
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

養
父
直
清
に
は
娘
き
よ
が
い
た
が
、
松
平
新
三
郎
へ
嫁
い
で
い
た
た
め
、
関
東
代

官
と
し
て
盟
友
で
あ
っ
た
岸
本
荘
美
の
四
男
長
四
郎
が
養
子
と
し
て
竹
垣
家
を
継

い
だ
。
長
四
郎
の
養
子
と
な
る
過
程
に
つ
い
て
は
、別
稿
で
詳
述
し
た）
12
（

。
家
族
は
、

養
母
ま
ち
、
妻
の
き
く
、
実
子
は
嫡
男
龍
太
郎
直
好
、
長
女
で
新
婦
と
な
る
か
よ
、

妹
み
ち
で
あ
る
。
養
女
で
大
奥
女
中
の
た
の
と
、
同
じ
く
右
筆
を
務
め
て
い
る
る

ち
で
あ
る
。

　

竹
垣
家
は
家
禄
以
外
に
、
当
時
は
馬
喰
町
御
用
屋
敷
詰
代
官
を
務
め
て
い
た
た

め
、
他
に
役
料
と
し
て
二
十
人
扶
持
＝
一
〇
〇
俵
を
給
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

先
代
直
清
の
代
に
妻
ま
ち
名
義
で
横
山
町
に
二
二
〇
〇
両
で
買
い
入
れ
た
土
地
を
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持
ち
、
町
屋
経
営
を
行
っ
て
お
り
、
詳
細
な
収
入
は
わ
か
ら
な
い
が
副
収
入
も
有

り
）
13
（

、
日
記
上
で
は
知
人
を
中
心
に
金
の
融
通
を
し
た
り
、
直
道
へ
借
金
の
申
し
込

み
に
来
る
記
事
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
幕
末
期
経
済
的
に
破
綻
し
て
る
旗
本

が
多
い
中
、
経
済
的
に
は
恵
ま
れ
た
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

直
道
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
生
ま
れ
で
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
時
で

は
四
十
七
歳
、
嫡
男
直
好
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
生
ま
れ
で
、
嘉
永
五
年
時

で
は
二
十
一
歳
で
あ
る）
14
（

。
あ
と
の
家
族
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
考
察
対
象
の

か
よ
が
直
好
の
姉
で
あ
る
か
、
妹
で
あ
る
か
も
日
記
か
ら
は
見
出
せ
ず
不
明
で
あ

る
。
後
述
す
る
が
直
好
と
は
、
大
き
く
年
齢
差
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

二
．
か
よ
の
縁
談
と
そ
の
過
程

　

直
道
の
実
子
三
人
の
内
、
長
女
か
よ
の
縁
談
が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
、
直
道
が

大
坂
代
官
と
し
て
在
勤
中
の
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
四
月
二
十
九
日
に
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る）
15
（

。

史
料
１

　
　

同
廿
九
日　

晴

一
、 

朝
五
ッ
半
時
過
出
宅
、
杉
浦
江
罷
越
、
采
石
罷
越
居
、
大
治
郎
江
寛
話
、
昼

比
重
郎
兵
衛
帰
宅
一
同
談
話
、
夜
五
ッ
時
過
帰
宅
○
自
分
も
手
製
之
海
苔
す

し
并
煮
〆
・
肴
等
持
参
、
采
石
も
す
し
煮
〆
等
持
参
致
ス
○
お
か
よ
事
正
一

郎
江
縁
組
可
致
候
年
齢
も
相
当
に
付
縁
組
い
た
し
候
而
も
可
然
哉
、
併
豊
田

之
娘
之
内
縁
邊
之
含
も
有
之
由
及
承
居
義
承
候
事
治
定
い
た
し
候
事
ニ
も
無

之
間
、
逐
而
模
様
ニ
寄
相
談
い
た
し
方
ニ
可
有
之
旨
采
石
も
申
聞
、
自
分
も

同
意
之
旨
申
答
置

　

杉
浦
と
は
大
坂
城
の
維
持
管
理
に
関
わ
る
破
損
奉
行
杉
浦
重
治
郎
、
采
石
と
は

久
須
美
順
三
郎
祐
義
で
あ
る
。
竹
垣
直
道
と
久
須
美
祐
明
を
頂
点
と
す
る
久
須
美

フ
ァ
ミ
リ
ー
と
は
家
族
ぐ
る
み
の
交
際
を
し
て
お
り）
16
（

、
祐
義
は
、
祐
明
の
次
男
で
、

当
時
大
坂
町
奉
行
で
あ
っ
た
父
の
厄
介
と
し
て
大
坂
に
い
た
。
祐
義
の
長
子
が
正

一
郎
で
当
時
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
お
か
よ
は
こ
れ
よ
り
二
年
前
の
天
保
十
二
年
八

月
二
十
日
の
条
で
、龍
太
郎
直
好
と
共
に
手
習
入
門
の
記
事
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

図１



－ 264 －

西　沢　淳　男

お
そ
ら
く
は
十
歳
前
後
か
、
龍
太
郎
の
姉
だ
と
す
る
と
も
う
少
し
上
の
年
齢
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、縁
組
を
考
え
ら
れ
る
年
令
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
豊
田
の
娘
と
の
縁
談
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
確
定
し
た
こ
と

で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
事
実
上
断
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
豊
田
と
は
、
祐
明
の

三
男
で
豊
田
家
の
養
子
と
な
っ
た
友
直
で
、
こ
の
後
長
女
の
喜
多
は
、
従
弟
の
正

一
郎
（
こ
の
時
に
は
旗
本
杉
浦
家
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
）
と
婚
姻
し
、
さ
ら
に

産
後
の
肥
立
ち
が
悪
く
二
十
四
歳
で
没
し
た
跡
は
、
次
女
の
多
嘉
と
婚
姻
し
て
い

る
）
17
（

。
結
局
み
ち
の
縁
談
話
は
一
端
収
束
し
、
こ
の
後
暫
く
は
日
記
に
記
述
は
見
ら

れ
な
い
。

　

次
に
縁
談
話
が
出
た
の
は
、
直
道
が
大
坂
よ
り
関
東
代
官
と
し
て
場
所
替
し
、

江
戸
へ
戻
っ
た
後
の
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
こ
と
で
、
正
一
郎
と
の
話
か
ら

八
年
が
経
過
し
て
い
た
。

　

第
１
表
は
、
再
度
の
縁
談
話
か
ら
婚
姻
ま
で
の
経
過
を
日
記
か
ら
抜
き
出
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

嘉
永
五
年
二
月
二
十
三
日
市
村
丈
右
衛
門
が
訪
れ
、
直
道
の
妻
き
く
に
お
か
よ

の
縁
談
を
持
っ
て
き
た
。
市
村
は
近
藤
家
家
来
と
し
か
判
明
し
て
お
ら
ず
、
陪
臣

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
竹
垣
家
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
も

何
度
か
訪
れ
る
が
、
話
は
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

史
料
２

一
、 

去
ル
十
九
日
川河

尻
式
部
少
輔
ゟ
用
人
青
山
武
左
衛
門
差
越
、
石
賀
新
五
郎
方

江
申
来
候
者
、
忰
河
尻
帯
刀
江
お
か
よ
義
縁
談
取
結
度
段
申
聞
候
旨
新
五
郎

申
聞
候
ニ
付
、
今
日
同
人
式
部
少
輔
方
江
差
遣
、
相
談
可
致
旨
申
遣
、
右
武

左
衛
門
引
合
候
処
、
式
部
少
輔
父
子
共
留
守
ニ
付
、
妻
ニ
申
聞
候
段
、
武
左

衛
門
相
答
候
由
、
新
五
郎
申
聞
ル

　

史
料
２
は
六
月
十
九
日
、
河
尻
式
部
少
輔
の
用
人
青
山
武
左
衛
門
が
竹
垣
直
道

の
下
僚
で
元
締
手
付
石
賀
新
五
郎
を
訪
れ
、
忰
帯
刀
と
お
か
よ
と
婚
姻
さ
せ
た
い

と
申
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
同
二
十
三
日
に
な
り
、
新
五
郎
を
河
尻
宅
へ
相

談
に
遣
わ
す
が
、
父
子
共
留
守
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
で
、
勘
定
の
小
笠
原
太
左
衛

門
や
同
僚
代
官
戸
田
正
意
に
相
談
や
密
か
に
調
べ
さ
せ
て
い
る
。
河
尻
家
居
屋
敷

は
下
谷
和
泉
橋
通
り
に
あ
り
、
隣
の
屋
敷
が
戸
田
正
意
で
あ
っ
た
。

　

河
尻
式
部
少
輔
鎮
長
は
、
家
禄
三
〇
〇
俵
の
旗
本
で
あ
る
が
、
将
軍
側
近
で
あ

る
小
納
戸
、
小
姓
を
経
て
、
こ
の
時
は
将
軍
嗣
子
徳
川
家
定
の
小
納
戸
頭
取
（
役

高
一
五
〇
〇
石
）
を
務
め
て
い
た
。
祖
父
は
春
之
は
、
直
道
の
養
祖
父
直
温
と
同

時
期
に
共
に
代
官
を
務
め
て
い
る
。
お
か
よ
の
相
手
と
な
る
帯
刀
は
ま
だ
部
屋
住

で
は
あ
る
が
、
三
〇
〇
俵
（
役
料
三
〇
〇
俵
）
で
召
し
出
さ
れ
、
父
と
同
じ
く
家

定
の
小
納
戸
を
務
め
、
布
衣
を
許
さ
れ
て
い
た
。

　

大
名
の
よ
う
な
純
然
な
家
格
の
序
列
の
な
い
旗
本
で
あ
る
が
、
家
禄
は
竹
垣
家

の
一
五
〇
俵
に
対
し
て
三
〇
〇
俵
と
倍
の
違
い
が
あ
る
。
役
職
に
よ
る
足
高
や
役

料
を
加
味
す
れ
ば
、
二
五
〇
俵
対
一
五
〇
〇
石
（
一
五
〇
〇
俵
）
と
六
倍
の
開
き

が
あ
る
。
し
か
も
、
対
象
者
で
あ
る
帯
刀
も
部
屋
住
召
出
に
よ
り
、
別
個
に
役
料

共
に
六
〇
〇
俵
の
俸
禄
が
あ
る
。
家
格
は
役
職
の
差
と
し
て
、
河
尻
は
叙
任
し
て

従
五
位
下
諸
大
夫
、
竹
垣
は
二
段
下
の
平
士
で
あ
る
。
家
の
釣
り
合
い
を
考
え
れ

ば
、
河
尻
家
が
明
ら
か
に
上
格
で
あ
り
、
大
名
家
の
先
行
研
究
に
見
ら
れ
た
降
嫁
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　表１　嘉永５年（1852）かよ婚礼過程
月 日 事　　　　　　　　項
２ 23 市村丈右衛門来、きくに縁談話する
３ 18 市村丈右衛門来、奥山の縁談話を聞く
６ 12 市村丈右衛門来

22 河尻帯刀との縁談話　※史料２
23 小笠原太左衛門へ縁談のことを相談する
24 戸田嘉十郎へ手紙で、河尻について内聞を頼む
市村丈右衛門来、溝口孫四郎へ行き、河尻のことを問い合わせた

28 戸田より河尻の様子を聞く
７ １ 朝四時、河尻家来青山武左衛門の妻と下女が来、きくとおかよに初めて会う

２ 青山より元締手付へ手紙で、縁組相談をしたいというので、これから仲介するよう、下僚より伝えさせ
た

４ 下僚と相談する　※史料３
５ 元締手付が青山を訪ねる旨を聞く
９ 朝青山が下僚宅を訪ね、元締二名との面会を求めたことを、後で聞く
21 河尻鎮長の使者として青山が来、正装の木々田源太夫が縁組申し込みに来たが出張留守中で、挨拶に来
る旨を聞いた　※史料４

22 昨日の縁組の件について、正装で木々田を河尻へ遣わすが、父子共留守で、奥方へ申し伝えた
25 青山へ木々田を遣わす
27 河尻家来より木々田へ、明日江戸城の表御殿で河尻鎮長が会いたいということなので、承知した
28 御殿廊下で初めて河尻鎮長と会う

８ ６ 河尻家来へ木々田より交渉させる
18 河尻家来へ縁談について木々田が伺い、手紙を受け取ったという
27 青山から木々田へ手紙が有り、受取を遣わしたという
28 木々田より青山へ昨日の返書をする

９ 11 親類の安藤家へ親類書のことを問い合わせる
河尻家来へ木々田より手紙をし、返書が来

13 河尻鎮長と面会し、縁談の件を話す
15 妻と三井へ行き、調物をする
朝山崎八三郎へ木々田を遣わし、仲人を頼み承諾を得る

16 河尻へ木々田を遣わす
18 山崎家来と河尻家来へ木々田より手紙をし、返書を得、縁組願下書を交換する
19 河尻家来ゟ縁組願提出のことで手紙が有り、返書をさせる
仲人の山崎が来て、初めて会う。縁組申し込みを改めて承諾し、双方の親類書を取り交わし、酒飯を振
る舞う　※史料５

20 勘定組頭へ縁組願いを出し、即日勘定奉行より河尻鎮長へ談判の予定、鎮長へ面会し縁組談判のことを
話しておいた

22 河尻家来より木々田へ手紙、結納を来月十日でどうかということなので、承知したことを返書させた
24 河尻家来より木々田へ手紙で、結納は三日にしたいといってきたので、承知したことを返書させた
26 山崎方へ行き、留守であったので家来へ仲人依頼の挨拶をし、鰹節一箱を贈った
28 青山へ結納の事について木々田より話させる
同役の斎藤嘉兵衛妻から使いで、懸硯が祝いとして贈られる
同役望月新八郎より手紙が有り、赤飯が到来し、返書をした

10 １ 望月より手紙が有り、おかよへ腰帯・麻苧が到来、返書をする
３ 役所を休む
河尻へ木々田を使者で、持参金三十両と干鯛を贈る
河尻より青山が使者として、結納の品々持参　※史料６

４ 山崎へ昨日の結納の報告
７ 青山へ手紙を出させ、返書が来る
８ 城内で河尻鎮長と面会
11 木々田より青山へ手紙をさせる
15（城内で）河尻に会い、引越の日限について話す
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月 日 事　　　　　　　　項
木々田へ青山への手紙を申し付ける

16 市村丈右衛門来、近藤平格より懸硯、小蓋が祝いとしてくる
18 縁組について老中より許可の仰せがあった。　※史料７
19 役所を休む
御礼廻勤
河尻へ木々田をもって奉札で縁組願済の歓び、河尻よりも同様

20 山崎へ縁組願済知らせる
松平・小泉・岸本の親類へ縁組願済の奉札
河尻へ明日訪問を断り、返事が来る

23 役所を休む
午後初めて河尻の屋敷を訪問し、家内一同に会う
昼前、木々田より青山へ奉札で、訪問に際して交肴を遣わす

27 元下僚宮部潤八郎より紅絹壱反祝来ル、自書で挨拶遣わす
11 ２ 元締小林其右衛門妻等より祝儀の品

８ おかよ・おみち、大奥のおるちの許へ行き、泊まる
９ 夕刻大奥より下がる。祝儀の品々が贈られる　※史料８
14 城内で、河尻と面会、引越の日限を相談
15 おかよ・おみち浅草へ行き、夕方帰る
16 木々田から青山へ手紙で、引越の日限を打合せ、二十二日に決まる
18 吉日なので、おかよ道具類河尻へ送る　※史料９
20 青山へ木々田より手紙を出させる
山崎へ二十二日引越のことを連絡する

22 役所休む
昼九つ過ぎに婿入り、盃事をし、九つ半には終わる　※史料10
おかよ、河尻へ引越す
下僚等参上した

24 役所休む
三ツ目の祝儀、皆子餅等を河尻へ遣わし、河尻よりも同様来る　※史料11

25 山崎へ木々田を使者として、婚姻済の挨拶、鰹節一連贈る。小笠原太左衛門へも同様
27 午後、うたが河尻へ参る
30 河尻帯刀より手紙、鴨一籠・柿が到来、返書に移りとして半切を遣わす

12 １ 城内で河尻父子と面会
２ うたは大奥へ上がった後、午後に戻り、夕方河尻へ行く
山崎八三郎より奉札で、引越の歓びとして鯛一折到来

４ 河尻へ手紙で寒気見舞いとして、品々遣わす　※史料12
13 河尻家来より明日の里開き、河尻父子も参るということで、返書をさせる
山崎へ侍使いで、明日来てくれるよう申し、承知の返事
近藤平格へも同様
うた、河尻より帰り、近日また参るつもり

14 役所休む
おかよ里開き、家族その他へ祝儀の品、午後に河尻父子や招待者が参り、夕刻より酒飯を出す。
　※史料13

16 河尻帯刀より手紙と交肴が到来、移りに砂糖一斤遣わす
うた、午後河尻へ参る

23 うた河尻から戻る
28 豊田藤之進来、おかよへ紗綾一反・匂袋一贈られる

３ 20 舅入りとして、竹垣家一同河尻へ参る 。　※史料14
註）「竹垣直道日記」より関連記事を抜き出し、大意を記した。
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婚
で
は
な
い
。

　

で
は
当
時
の
旗
本
達
の
基
準
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

同
時
期
三
〇
〇
石
の
旗
本
子
女
の
縁
組
に
つ
い
て）
18
（

、「
御
高
ハ
二
百
石
ニ
御
座
候

趣
、
一
躰
御
惣
領
御
女
郎
様
故
、
御
高
位
之
処
へ
御
片
付
被
遊
度
思
召
之
処
、
御

片
付
金
御
六
ケ
敷
故
、二
百
石
之
御
高
江
御
相
談
被
遊
候
」
或
い
は
、次
女
は
「
先

様
御
高
者
三
百
六
十
俵
」
と
い
う
よ
う
に
、
先
ず
は
家
禄
が
最
大
の
指
標
で
あ
り
、

次
に
そ
れ
を
叶
え
る
ベ
ー
ス
が
持
参
金
で
検
討
材
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

持
参
金
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
竹
垣
家
の
縁
組
に
つ
い
て
は
家
禄
や
持
参

金
は
あ
ま
り
重
要
な
要
素
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

史
料
３

　
　

同
二
日　

晴

一
、 

河
尻
式
部
少
輔
家
来
青
山
武
左
衛
門
ゟ
石
賀
新
五
郎
文
通
、
お
か
よ
縁
組
相

談
可
致
ス
申
来
、
是
ゟ
可
及
挨
拶
旨
、
新
五
郎
ゟ
為
申
遣
候

　
　

同
四
日　

晴

一
、
其
右
衛
門
・
新
五
郎
呼
寄
、
河
尻
方
之
儀
及
談

　

そ
の
後
、
史
料
３
の
よ
う
に
婚
姻
を
進
め
る
た
め
に
両
家
間
で
の
相
談
が
進
ん

だ
。
通
常
の
婚
礼
は
用
人
間
で
話
が
進
む
よ
う
で
あ
る
が
、
今
回
の
縁
談
に
つ
い

て
は
、
代
官
の
下
僚
筆
頭
で
あ
る
元
締
手
付
石
賀
新
五
郎
へ
接
触
が
あ
り
、
さ
ら

に
元
締
手
付
小
林
其
右
衛
門
も
交
え
相
談
し
て
い
る
。
本
来
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
こ

と
で
あ
る
上
司
の
家
の
こ
と
に
、
手
付
は
御
家
人
と
は
い
え
下
僚
が
積
極
的
に
関

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

史
料
４

　
　

同
廿
一
日　

風
雨

一
、 

河
尻
式
部
少
輔
使
者
青
山
武
左
衛
門
相
越
、
木
々
田
源
太
夫
面
会
い
た
し
候

処
、
忰
帯
刀
江
お
か
よ
義
縁
組
取
結
度
旨
、
式
部
少
輔
申
聞
候
段
申
述
ニ
付
、

出
役
留
守
ニ
付
、
是
ゟ
可
有
挨
拶
旨
申
聞
遣
候
由
、
申
聞
ル
、
右
使
者
麻
上

下
ニ
而
参
候
由

　

史
料
４
は
、
縁
談
の
話
が
持
ち
上
が
っ
て
か
ら
一
月
経
ち
、
正
式
に
婚
姻
に
つ

い
て
動
き
出
し
た
。
木
々
田
源
太
夫
は
竹
垣
家
の
用
人
で
あ
る
。
青
山
は
麻
上
下

の
正
装
で
訪
ね
、
こ
れ
契
機
に
用
人
対
用
人
に
よ
る
交
渉
に
切
り
替
わ
っ
た
。
大

名
家
で
は
、
留
守
居
対
留
守
居
で
あ
る
。

　

七
月
二
十
八
日
に
は
、
河
尻
鎮
長
と
竹
垣
直
道
は
江
戸
城
本
丸
御
殿
内
で
初
め

て
面
会
を
し
た
。
こ
れ
以
降
、
青
山
と
木
々
田
の
用
人
間
で
文
通
も
含
め
頻
繁
な

や
り
取
り
を
行
っ
て
い
る
。

　

九
月
十
一
日
、
両
家
縁
組
に
際
し
て
必
要
な
親
類
書
の
件
で
、
養
母
の
実
家
で

あ
る
安
藤
家
へ
問
合
せ
を
し
て
い
る
。
十
三
日
河
尻
と
の
直
接
の
面
談
を
受
け
て

か
、
十
五
日
夫
婦
で
、
お
そ
ら
く
は
娘
の
婚
礼
衣
装
を
揃
い
に
行
っ
た
。
こ
れ
は
、

こ
の
日
の
朝
に
用
人
を
山
崎
八
三
郎
宅
へ
遣
わ
し
、
仲
人
を
頼
み
承
諾
を
得
て
い

た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

　

山
崎
は
家
禄
五
〇
〇
石
の
大
番
筋
の
旗
本
で
あ
る
。
家
筋
か
ら
い
え
ば
両
家
よ

り
格
上
で
あ
り
、い
か
な
る
経
緯
で
依
頼
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
後
は
、

幕
府
へ
提
出
す
る
縁
組
願
の
下
書
を
や
り
取
り
し
て
い
る
。
松
尾
の
研
究
で
も）
19
（

、
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婚
姻
・
養
子
の
仲
立
ち
を
し
た
人
々
は
、
親
族
の
例
は
少
な
く
、「
多
く
の
商
人

や
医
師
、
ま
た
素
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
人
々
が
大
名
・
旗
本
の
婚
姻
・
養
子
縁

組
の
〝
草
結
〞
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
両
家
家
臣
（
大
名
家
の
場
合
は

留
守
居
、
旗
本
の
場
合
は
用
人
ク
ラ
ス
の
者
）
の
交
渉
が
〝
内
談
〞
と
い
う
形
で

進
行
す
る
」
と
す
る
。
最
初
に
縁
談
話
を
持
ち
込
ん
だ
市
村
丈
右
衛
門
も
陪
臣
で

あ
っ
た
。
河
尻
家
と
の
縁
談
は
、
仲
立
ち
の
者
は
お
ら
ず
に
、
直
接
の
申
し
込
み

で
あ
っ
た
。

　

史
料
５

　
　

同
十
九
日　

雨
昼
後
晴

一
、
河
尻
家
来
ゟ
縁
組
願
進
達
之
儀
ニ
付
文
通
有
之
、
為
及
返
書
候

一
、 八
っ
半
時
過
山
崎
八
三
郎
来
、
初
而
逢
、
河
尻
式
部
少
輔
ゟ
忰
帯
刀
江
お
か
よ

縁
組
之
儀
改
而
申
込
、
承
知
之
旨
及
挨
拶
、
帯
刀
親
類
書
一
通
持
参
受
取
、

自
分
親
類
書
一
通
八
三
郎
江
渡
遣
、
使
者
取
遣
候
積
、
及
示
談
、
お
き
く
・

お
か
よ
初
而
為
逢
、
酒
飯
振
廻
遣
、
暮
六
っ
時
過
披

　

仲
人
の
山
崎
が
十
九
日
な
っ
て
訪
れ
る
が
、
依
頼
を
し
て
い
な
が
ら
直
道
と
は

初
対
面
で
あ
っ
た
。
妻
と
お
か
よ
も
初
め
て
会
っ
て
、酒
販
を
振
る
舞
っ
て
い
る
。

翌
日
、
勘
定
組
頭
へ
縁
組
願
を
提
出
し
、
先
ず
は
結
納
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。

　

二
十
八
日
、
早
く
も
馬
喰
町
御
用
屋
敷
詰
代
官
の
同
役
で
あ
る
斎
藤
嘉
兵
衛
か

ら
懸
硯
（
小
型
の
船
簞
笥
）
と
望
月
新
八
郎
か
ら
赤
飯
が
贈
ら
れ
た
。
望
月
か
ら

は
、
翌
十
月
一
日
に
も
腰
帯
と
麻
苧
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。

　

史
料
６

　
　

同
三
日　

晴
朝
小
過
雨

一
、
役
所
頼
合
、
斎
藤
・
望
月
江
及
書
通

一
、 

昼
後
河
尻
式
部
少
輔
方
江
使
者
、
木
々
田
源
太
夫
差
遣
、
お
か
よ
持
参
金
三

拾
両
、
干
鯛
一
折
相
贈
ル
、
式
部
少
輔
逢
、
挨
拶
申
来
ル

一
、 

同
刻
式
部
少
輔
使
者
青
山
武
左
衛
門
来
、
結
納
到
来
左
如
〇
帯
二
筋
代
金
千

疋
〇
昆
布
一
折
〇
寿
留
女
一
折
〇
松
魚
節
一
連
〇
家
内
喜
多
留
一
荷
〇
武

左
衛
門
江
逢
、
及
直
答

　
「
結
納
」。
こ
の
日
は
休
暇
を
取
り
、
結
納
と
な
っ
た
。
河
尻
へ
持
参
金
三
十
両

に
干
鯛
一
折
を
添
え
て
用
人
を
遣
わ
し
た
。
先
方
か
ら
は
、
昆
布
、
す
る
め
、
鰹

節
、
柳
多
留
に
帯
代
と
し
て
金
二
両
二
分
と
い
っ
た
定
番
の
結
納
の
品
が
贈
ら
れ

て
き
た
。

　

持
参
金
に
つ
い
て
は
、
幕
府
に
よ
り
持
参
金
養
子
が
禁
止
さ
れ
た
も
の
の
、
法

令
は
遵
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
幕
末
に
は
女
子
縁
組
も
対
象
と
さ
れ
た
こ

と
）
20
（

、
大
名
家
に
お
い
て
も
持
参
金
目
当
て
の
婚
姻
・
養
子
縁
組
が
公
然
と
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
旗
本
森
山
孝
盛
の
姉
が
大
番
大
久
保
伊
兵
衛
と

結
婚
し
、
一
年
後
の
離
婚
の
際
土
産
金
六
十
両
が
返
金
さ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち

持
参
金
が
六
十
両
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
21
（

。
森
山
は
四
〇
〇
石
、
大

久
保
は
五
〇
〇
石
の
旗
本
で
あ
る
。
一
方
、
三
〇
〇
石
の
大
番
筋
旗
本
鈴
木
家
の

次
女
が
三
三
六
俵
の
山
本
家
へ
嫁
入
り
の
際
、
一
般
的
に
は
三
十
両
の
土
産
金
の

所
、
十
五
両
で
済
ん
だ
と
い
う
例
も
あ
る）
22
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
お
か
よ
の
持
参
金
三
十
両
は
持
参
金
目
当
て
で
の
縁
談
で



－ 259 －

旗本子女の婚姻について

も
な
く
、
当
時
の
旗
本
社
会
に
お
け
る
儀
礼
範
囲
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
縁
組
許
可
」。
結
納
が
済
み
、
幕
府
へ
の
縁
組
届
が
次
の
史
料
の
よ
う
に
老
中

よ
り
許
可
さ
れ
た
旨
の
申
渡
を
勘
定
奉
行
か
ら
う
け
、
老
中
等
へ
御
礼
廻
勤
し
て

い
る
。

　

史
料
７

　
　

同
十
八
日　

曇

一
、
役
所
頼
合
、
斎
藤
江
及
書
通

一
、 

朝
五
っ
半
時
過
出
宅
（
平
出
）
御
殿
江
出
ル
〇
お
か
よ
義
、
河
尻
帯
刀
江
縁
組
願

之
儀
、
願
之
通
縁
組
可
致
旨
和
泉
守
殿
被
仰　

渡
候
段
、
河
内
守
殿
被
申
渡
、

差
引
一
兵
衛
、
森
八
左
衛
門
忰
縁
組
一
同
相
済
、
名
代
相
勤
ル
、
九
っ
半
時

過
退
出
〇
小
普
請
方
ニ
而
着
替
い
た
し
、
直
ニ
御
礼
廻
勤
い
た
す

　
　
　

松
平
和
泉
守
殿　

被
仰
渡
御
老
中

　
　
　

久
世
大
和
守
殿　

月
番
同
断　

川
路
左
衛
門
尉
殿

　
　

右
相
仕
廻
、
夕
七
っ
時
前
帰
宅

　

幕
府
の
正
式
許
可
を
う
け
て
、
二
十
日
に
は
養
母
の
実
家
で
あ
る
松
平
家
、
直

道
の
実
家
で
あ
る
岸
本
家
、実
兄
で
あ
る
小
泉
家
へ
縁
組
を
奉
札
に
て
披
露
し
た
。

　

二
十
三
日
初
め
て
河
尻
家
を
訪
れ
、
家
族
一
同
に
面
会
し
て
い
る
。
翌
日
以
降

下
僚
よ
り
も
祝
い
の
品
が
来
る
。

　

十
一
月
八
日
婚
礼
前
最
後
の
挨
拶
も
兼
ね
て
か
、
妹
お
み
ち
と
共
に
直
道
の
養

女
で
大
奥
の
右
筆
で
あ
っ
た
お
る
ち
の
許
へ
泊
ま
り
に
行
く
。
こ
れ
ま
で
も
頻
繁

大
奥
へ
泊
ま
り
に
行
っ
て
い
た
が
、河
尻
へ
嫁
い
で
か
ら
は
容
易
で
は
な
く
な
る
。

翌
日
、
大
奥
か
ら
下
が
る
際
に
お
る
ち
よ
り
次
の
よ
う
な
祝
い
の
品
々
が
贈
ら
れ

た
。

　

史
料
８

　
　

同
九
日　

晴

一
、 

お
か
よ
・
お
み
ち
（
平
出
）
御
殿
ゟ
夕
刻
下
ル
〇
お
る
ち
ゟ
お
か
よ
縁
付
祝
義

と
し
て
左
之
通
贈
ル
〇
蒔
絵
小
簞
笥
内
、
銀
七
つ
道
具
、
簪
二
本
、
鏡
付
、

服
紗
二
、
煙
管
筒
、
煙
草
入
、
扇
蒔
絵
箱
一
、
人
形
一
其
外
品
々
入
〇
紫
縮

緬
腰
模
様
御
紋
裾
一

　

大
奥
の
上
級
女
中
の
調
え
た
も
の
と
し
て
、
高
級
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
な
か
で
も
煙
管
筒
、
煙
草
入
が
注
目
さ
れ
る
。
女
性
の
喫
煙
に
関
し
て
は
、

遊
女
や
庶
民
の
婦
女
子
が
煙
管
を
持
つ
浮
世
絵
が
数
多
く
残
さ
れ
、
喫
煙
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
若
い
旗
本
子
女
の
婚
礼
祝
の
品
と
し
て
贈
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
上
層
武
家
の
社
交
と
し
て
か
嗜
好
と
し
て
か
喫
煙
習
慣
が
一
般
的
に

あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
、
引
移
（
婚
家
へ
移
動）
23
（

）
の
日
程
調
整
を
行
っ
た
。

三
．
婚
礼

　
「
道
具
入
れ
」。
十
八
日
は
吉
辰
と
い
う
こ
と
で
、
お
か
よ
の
道
具
類
を
河
尻
方

へ
送
っ
た
。
史
料
９
「
簞
笥
二
棹
、
長
持
七
竿
、
忍
乗
物
一
挺
、
釣
台
六
荷
」
を
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西　沢　淳　男

用
人
木
々
田
源
太
夫
が
付
き
添
い
、
二
度
に
分
け
て
送
っ
た
。

　
「
嫁
入
り
」。
双
方
と
の
や
り
取
り
に
よ
り
二
十
二
日
に
引
移
が
確
定
し
た
。

　

史
料
10

　
　

同
廿
二
日　

快
晴

一
、
頼
合
出
勤
不
致

一
、 

昼
九
っ
時
過
為
聟
入
、
河
尻
帯
刀
来
、
自
分
・
お
き
く
・
龍
太
郎
逢
、
引
出

物
廉
乗
作
雲
龍
目
〆
小
柄
二
所
物
、
高
砂
奈
良
人
形
遣
ス
、
盃
事
い
た
し
、

相
祝
ス
、
九
っ
半
時
過
開
く

一
、 

お
か
よ
義
、
河
尻
式
部
少
輔
方
江
引
移
ル
、
夕
七
っ
半
時
過
出
門
、
対
箱
、

徒
士
弐
人
、
打
物
、
乗
物
備侍

弐
人
、
草
履
取
、
合
羽
籠
壱
荷
、
用
人
木
々
田

源
太
夫
、
四
っ
供
ニ
而
供
い
た
す
、
夜
ニ
入
供
方
披
く

一
、 

右
ニ
付
、
罷
越
居
候
も
の
〇
高
木
茂
久
左
衛
門
・
宮
部
孫
八
郎
・
中
山
昇
三
郎
・

中
田
広耕

之
助
・
市
村
丈
右
衛
門
・
松
村
文
蔵
・
家
主
清
三
郎
・
上
総
屋
・
米

蔵
等
相
越

一
、 

規
式
向
無
滞
相
済
候
由
ニ
而
源
太
夫
義
、
夜
四
っ
時
過
披
く
、
た
か
者
夜
九
っ

時
過
披
き
一
宿

　

史
料
10
に
あ
る
よ
う
に
役
所
を
休
み
、
昼
過
ぎ
に
婿
入
（
朝
婿
入
＝
婚
礼
当
日

の
朝
、
新
郎
が
初
め
て
新
婦
宅
を
訪
れ
る
こ
と
）
と
し
て
河
尻
帯
刀
が
訪
れ
、
竹

垣
直
道
、
妻
き
く
、
嗣
子
龍
太
郎
に
会
っ
た
。
引
き
出
物
と
し
て
装
剣
金
工
の
後

藤
廉
乗
作）
24
（

の
三
所
物
の
内
、
笄
を
除
く
目
貫
と
小
柄
、
縁
起
物
で
あ
る
高
砂
人
形

を
遣
わ
し
た
。
そ
の
後
盃
を
し
た
が
、
半
時
ほ
ど
で
開
き
と
な
っ
た
。

　

三
時
間
ほ
ど
経
ち
、
お
か
よ
が
河
尻
家
へ
引
き
移
る
こ
と
に
な
る
。
河
尻
家
よ

り
の
迎
え
の
供
は
、
対
箱
に
徒
二
名
、
打
ち
物
（
長
刀
カ
）、
乗
物
脇
に
侍
二
名
、

草
履
取
、
合
羽
籠
で
あ
り
、
軍
役
の
規
定）
25
（

か
ら
三
〇
〇
俵
の
河
尻
家
と
し
て
は
多

い
。
こ
れ
に
竹
垣
家
か
ら
用
人
が
四
っ
供
（
槍
持
・
挟
み
箱
・
侍
・
草
履
取
）
で

従
っ
て
い
る
の
で
、
た
い
そ
う
な
行
列
と
な
る
。『
徳
川
盛
世
録
』
に
は）
26
（

、｢

婚
礼

供
立
行
列
は
聟
方
の
身
分
・
禄
高
に
応
ず
る
も
の
な
れ
ば
、
も
し
聟
方
万
石
以
上

に
し
て
、
舅
方
万
石
以
下
な
る
と
き
は
、
乗
物
・
天
鵞
絨
・
包
の
し
・
金
物
等
諸

道
具
は
万
石
以
上
の
格
式
に
よ
り
、
そ
の
数
は
舅
の
身
分
格
式
に
応
ず
べ
き
事
な

り｣

と
あ
り
、
新
婦
の
親
の
格
式
の
方
が
低
け
れ
ば
、
員
数
は
そ
ち
ら
に
合
わ

せ
る
と
す
る
。
軍
役
で
侍
が
二
名
に
な
る
の
は
四
〇
〇
石
、
徒
も
侍
と
考
え
る
と

四
名
で
七
〇
〇
石
か
ら
と
な
り
、
竹
垣
家
の
禄
を
遥
か
に
超
え
、
河
尻
家
も
小
納

戸
頭
取
と
し
て
役
高
で
は
一
五
〇
〇
石
で
あ
る
が
、家
禄
で
は
三
〇
〇
俵
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
家
禄
基
準
で
考
え
れ
ば
、
格
上
の
供
揃
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

当
日
は
、
竹
垣
家
へ
下
僚
で
あ
る
高
木
・
宮
部
・
中
山
と
出
入
り
の
者
数
名
で
、

親
類
等
の
入
来
は
見
ら
れ
な
い
。

　
「
祝
言
」。直
道
夫
妻
は
参
加
し
な
い
の
で
河
尻
家
で
の
様
相
は
わ
か
ら
な
い
が
、

送
り
の
用
人
は
出
発
か
ら
凡
そ
六
時
間
後
の
午
後
十
時
く
ら
い
、
女
中
と
思
わ
れ

る
た
か
は
夜
中
十
二
時
過
ぎ
に
終
わ
っ
た
た
め
に
、
一
晩
泊
ま
る
と
あ
り
、
婚
礼

式
か
ら
饗
膳
ま
で
少
な
く
と
も
四
〜
五
時
間
を
要
し
て
い
た
。

　

史
料
11

　
　

同
廿
四
日　

晴

一
、
頼
合
在
宿
、
斎
藤
・
望
月
江
及
書
通
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一
、 

お
か
よ
引
移
三
っ
目
ニ
付
、
為
祝
義
、
八
っ
時
過
使
者
源
太
夫
皆
子
餅
并
干

鯛
一
折
、
河
尻
方
江
相
贈
、
父
子
・
お
か
よ
逢
、
直
答
申
来
ル
、
奥
ゟ
初
而

之
文
遣
、
干
鯛
一
箱
相
贈
、
返
書
遣
候
よ
し

一
、 

右
同
断
ニ
付
、
河
尻
ゟ
も
使
者
、
武
左
衛
門
来
、
皆
子
餅
・
干
鯛
一
折
到
来
、

逢
、
直
答
ニ
い
た
す
、
奥
ゟ
文
到
来
、
返
書
遣
候
よ
し

　
「
三
ツ
目
祝
儀
」。
こ
の
日
は
休
み
を
取
っ
た
。
婚
礼
か
ら
三
日
目
の
三
ツ
目
の

祝
儀
の
た
め
で
、
用
人
を
使
者
と
し
て
皆
子
餅
と
干
鯛
を
贈
り
、
河
尻
父
子
と
お

か
よ
に
面
会
し
、
直
答
を
う
け
、
奥
か
ら
も
初
め
て
の
文
を
遣
わ
し
、
返
事
を
得

て
い
る
。
同
様
に
河
尻
よ
り
も
用
人
が
使
者
と
し
て
来
訪
し
、
同
様
に
対
応
し
て

い
る）
27
（

。

　

皆
子
餅
は
実
際
五
八
〇
個
用
意
さ
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
相
互
に
皆
子
餅

と
手
紙
の
や
り
取
り
の
み
で
、
河
尻
帯
刀
夫
妻
や
双
方
の
親
の
行
き
来
は
見
ら
れ

な
い
。
大
名
佐
竹
家
の
例
で
は）
28
（

、
三
ツ
目
の
祝
儀
と
は
初
め
て
の
里
帰
り
で
、
息

女
は
嫁
ぎ
先
の
藩
主
と
共
に
参
上
し
て
い
る
。

　

こ
の
翌
日
に
は
、
仲
人
の
山
崎
宅
へ
用
人
を
使
者
と
し
て
、
婚
姻
済
み
の
挨
拶

を
し
て
い
る
。

史
料
12

　
　

同
四
日　

雪
夜
雨

一
、 

河
尻
帯
刀
江
文
通
、寒
気
見
廻
、重
詰
三
重
、上
島
鯛
切
身
其
外
、中
口
取
物
、

下
菓
子
・
長
芋
饅
頭
・
き
ん
と
ん
詰
合
遣
ス
、
返
書
・
移
品
到
来

　

翌
月
四
日
に
は
、
史
料
12
の
よ
う
に
初
め
て
の
寒
気
見
舞
い
と
し
て
嫁
ぎ
先
の

河
尻
へ
、
重
三
段
に
縞
鯛
や
口
取
肴
、
菓
子
類
な
ど
を
詰
め
贈
っ
て
い
る
。
婚
礼

直
後
で
、
諸
儀
が
終
了
前
と
い
う
こ
と
か
、
河
尻
帯
刀
の
訪
問
は
な
く
、
文
通
で

鴨
一
籠
と
柿
が
到
来
し
た
こ
と
を
う
け
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
通
常
の
寒
気
見

舞
い
は
、
十
一
月
末
位
よ
り
老
中
・
若
年
寄
・
勘
定
奉
行
と
い
っ
た
上
司
や
勘
定

所
関
係
、
同
僚
代
官
、
親
類
等
を
廻
り
挨
拶
（
多
く
は
手
札
を
置
い
て
く
る
）
だ

け
で
あ
り
、
ご
く
限
ら
れ
た
者
か
ら
茶
・
砂
糖
・
鴨
等
が
見
舞
い
の
品
と
し
て
届

く
こ
と
が
あ
る
が
例
外
で
、
重
詰
を
贈
る
こ
と
は
な
い
。

　

十
三
日
、明
日
お
か
よ
が
里
披
で
河
尻
父
子
と
訪
れ
る
旨
の
申
し
入
れ
が
有
り
、

仲
人
の
山
崎
八
三
郎
へ
も
参
る
よ
う
侍
を
使
者
に
遣
わ
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
大
名
家
（
佐
竹
家
）
で
は
「
三
ツ
目
の
祝
儀
」
と
「
里
披
き
」
は
同
一

で
あ
る
。

　

史
料
13

　
　

同
十
四
日　

晴

一
、
役
所
頼
合
、
在
宿

一
、 

お
か
よ
里
披
ニ
付
、
朝
五
っ
時
過
来
ル
、
自
分
江
袴
地
一
具
、
其
外
土
産
如

左
〇
御
母
様
江
羽
二
重
袷
繻
伴
〇
お
き
く
江
嶋
縮
緬
一
反
〇
龍
太
郎
江
帯
地

一
〇
お
み
ち
江
縮
緬
し
ご
き
〇
お
る
ち
江
真
綿
〇
外
ニ
其
右
衛
門
・
新
五
郎
江

真
綿
持
参
い
た
す
、
家
来
下
々
迄
も
祝
義
相
贈
ル
〇
昼
後
近
藤
平
格
来
ル

〇
八
っ
半
時
過
式
部
少
輔
・
帯
刀
逐
々
来
、
山
崎
八
三
郎
も
引
続
来
ル
、
夕

刻
ゟ
酒
飯
差
出
、
夜
五
っ
半
時
過
式
部
少
輔
帰
り
、
四
っ
半
時
過
帯
刀
お
か

よ
帰
、
帯
刀
・
八
三
郎
・
平
格
逐
々
帰
ル
〇
右
ニ
付
、
朝
ゟ
参
り
、
手
伝
い
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た
し
候
も
の
市
村
丈
右
衛
門
、
中
山
昇
三
郎
、
ふ
さ
、
ゆ
き
、
た
か
、
は
つ

妹
た
か
、
宗
甫
、
ひ
て
、
つ
る
等
也
、
夜
九
っ
時
過
帰
、
又
者
泊
り
候
も
の

も
有
之
、
都
而
無
滞
相
済

　

当
日
は
朝
凡
そ
八
時
過
ぎ
に
は
実
家
を
訪
れ
、
父
直
道
へ
の
袴
地
を
は
じ
め
、

祖
母
、
母
、
嫡
子
龍
太
郎
、
妹
、
他
に
養
女
で
大
奥
女
中
の
る
ち
と
い
っ
た
家
族
、

ま
た
下
僚
や
竹
垣
家
家
来
下
々
迄
お
土
産
を
持
参
し
て
い
る
。
河
尻
父
子
は
遅
れ

て
凡
そ
午
後
二
時
頃
に
合
流
し
、
夕
方
に
な
り
酒
販
を
振
る
舞
い
、
午
後
九
時
頃

に
お
か
よ
の
義
父
河
尻
式
部
少
輔
、午
後
十
一
時
頃
よ
う
や
く
お
か
よ
は
帰
っ
た
。

朝
か
ら
十
五
時
間
も
の
滞
在
で
あ
っ
た
。
帯
刀
や
そ
の
他
の
来
客
も
深
夜
に
よ
う

や
く
帰
っ
た
。
当
日
は
朝
か
ら
手
伝
い
の
者
を
頼
み
、深
夜
零
時
過
ぎ
頃
帰
っ
た
。

祝
い
の
宴
が
夕
方
か
ら
深
夜
ま
で
続
い
て
い
た
。

　

こ
の
後
は
、
年
明
け
の
年
始
御
礼
は
あ
っ
た
が
、
特
に
儀
式
的
な
も
の
は
行
わ

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
大
名
家
（
佐
竹
家
）
で
は
、
間
を
空
け
ず
実
家
の
両
親
が

初
め
て
住
居
を
訪
問
す
る
「
五
ツ
目
の
祝
儀
」
や
夫
婦
の
み
で
二
度
目
の
里
帰
り

を
す
る
「
膝
直
御
祝
儀
」
が
行
わ
れ
て
い
る）
29
（

。
八
戸
藩
南
部
家
で
は
、「
五
ツ
目

の
祝
儀
」、「
膝
直
御
祝
儀
」
は
な
く
、「
御
聟
入
・
御
舅
入
」
と
い
う
「
五
ツ
目

の
祝
儀
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る）
30
（

。

　

史
料
14

　
　

同
廿
日　

風
雨
夕
収

一
、
例
刻
出
勤
頼
合
、
九
っ
時
過
帰
宅

一
、 

兼
而
打
合
之
通
、
今
日
舅
入
い
た
し
候
ニ
付
、
河
尻
江
一
同
参
ル
、
お
き
く
・

お
み
ち
者
八
っ
時
比
出
宅
、
自
分
・
龍
太
郎
者
八
っ
半
時
比
出
宅
罷
越
、
家

内
一
統
江
土
産
も
の
相
贈
ル
、
酒
飯
馳
走
ニ
成
、
夜
四
っ
時
過
帰
宅
、
お
み

ち
者
止
宿
い
た
す

　
「
舅
入
り
」。
大
名
家
で
は
、「
五
ッ
目
」
の
言
葉
通
り
「
三
ツ
目
」
祝
儀
か
ら

間
も
な
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
婚
礼
で
は
、
年
が
明
け
て
三
月
二
十
日
竹
垣
家

族
四
人
が
初
め
て
河
尻
家
を
訪
れ
、
酒
飯
を
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
。
兼
ね
て
打
合

せ
通
り
と
し
て
い
る
が
、
婚
礼
後
四
ヶ
月
後
と
い
う
の
は
理
由
が
不
明
で
あ
る
。

　

旗
本
家
同
士
の
婚
姻
で
は
見
ら
れ
な
い
儀
式
（
呼
称
の
違
い
）
が
あ
る
が
、
時

代
的
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
竹
垣
家
の
事
例
は
十
九
世
紀
中
葉
で
あ
り
、

大
名
家
の
事
例
は
十
八
世
紀
中
葉
ま
で
の
事
例
で
あ
る
。

　

将
軍
姫
君
の
場
合
、
十
九
世
紀
初
頭
の
十
一
代
将
軍
家
斉
期
よ
り
大
名
家
の
経

済
的
も
問
題
も
あ
り
婚
礼
が
変
化
し
、「
万
端
手
軽
」「
御
省
略
」
と
い
う
こ
と
で

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
も）
31
（

、
大
名
で
あ
る
、
旗
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
婚
礼
に
伴
う
諸
儀
式
が
時
代
と
と
も
に
簡
略
化
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
旗
本
子
女
の
婚
姻
過
程
を
み
て
き
た
。
大
名
家
の
子
女
の
婚
姻
で
は
、

必
ず
し
も
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
女
子
の
実
家
が
嫁
ぎ
先
よ
り
も
家
格
が

上
で
あ
る
と
い
う
降
嫁
婚
と
は
限
ら
ず
同
格
婚
も
あ
り
、
持
参
金
目
当
て
の
婚
姻
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が
行
わ
れ
て
、縁
組
に
は
親
族
で
は
な
い
町
人
等
様
々
な
人
々
が
仲
介
す
る
こ
と
、

そ
の
後
は
留
守
居
同
士
が
内
談
し
、「
縁
組
↓
結
納
↓
初
道
具
披
露
↓
祝
言
↓
皆

子
餅
↓
三
ツ
目
祝
儀
↓
五
ツ
目
祝
儀
↓
膝
直
御
祝
儀
」
の
よ
う
に
諸
儀
が
進
行
し

て
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
旗
本
子
女
の
場
合
も
婚
姻
先
の
指
標
は
家
禄
に
あ
り
、
上
格
と
婚
姻
す

る
た
め
に
は
持
参
金
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
検
討
し
た
竹
垣
家

に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
持
参
金
こ
そ
儀
礼
的
な
三
十

両
で
あ
っ
た
が
、
竹
垣
家
は
相
当
な
裕
福
な
家
で
あ
っ
た
。

　

お
か
よ
の
婚
姻
は
仲
介
者
が
お
ら
ず
、
河
尻
家
か
ら
直
接
の
申
し
込
み
で
あ
っ

た
。
当
初
は
、
河
尻
家
用
人
と
竹
垣
の
下
僚
間
で
折
衝
が
あ
り
、
縁
組
確
定
後
か

ら
は
用
人
間
で
の
打
合
せ
進
行
と
な
っ
た
。「
嫁
親
か
ら
仲
人
依
頼
↓
結
納
↓
幕

府
許
可
↓
道
具
入
れ
↓
婿
入
り
↓
嫁
入
り
↓
祝
言
↓
三
ツ
目
（
皆
子
餅
）
↓
里
披

き
↓
舅
入
り
」
と
諸
儀
が
進
行
し
た
。

　

時
代
的
な
差
違
も
あ
る
と
思
う
が
、
大
名
家
と
は
諸
儀
・
呼
称
に
若
干
の
違
い

が
見
ら
れ
た
。
大
名
家
の
事
例
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
婚
家
の
娘
か
ら
、
親
元
か

ら
の
初
め
て
の
文
の
交
換
と
い
う
行
為
も
見
ら
れ
た
。

　

旗
本
竹
垣
家
の
婚
姻
過
程
を
見
て
き
た
が
、
す
べ
て
の
旗
本
家
へ
一
般
化
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
今
後
、
他
の
旗
本
家
で
の
事
例
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
。

（
に
し
ざ
わ　

あ
つ
お
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）

註（１
） 

横
江
勝
美
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
大
名
の
階
級
的
内
婚
（
一
）」（『
社
会
学
雑
誌
』
第
六
十
四
号
、

一
九
二
九
年
）、
同
「
同
（
二
）」（
同
六
十
七
号
、
一
九
二
九
年
）、
同
「
徳
川
時
代
に
於
け
る

大
名
の
階
級
的
内
婚
に
就
い
て
」（
季
刊
『
社
会
学
』
第
三
輯
、
一
九
三
二
年
）。

（
２
） 

横
江
勝
美
「
藩
士
社
会
に
於
け
る
身
分
と
婚
姻
」（
戸
田
貞
三
・
鈴
木
栄
太
郎
監
修
『
家
族
と

村
落
』
第
一
輯
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
三
九
年
）。

（
３
） 

稲
垣
知
子
「
近
世
大
名
の
家
格
と
婚
姻
再
論
」（
林
董
一
博
士
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
近

世
近
代
の
法
と
社
会
』
清
文
堂
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
江
戸
幕
府
の
婚
姻
政
策
（
一
）」（
愛

知
学
院
大
学
論
叢
『
法
学
研
究
』
第
四
十
七
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
同
（
二
）」（
同

第
四
十
七
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
同
（
三
）」（
同
第
四
十
八
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
七
年
）、
同
「
同
（
四
）」（
同
四
十
八
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
北
村
典
子
「
近
世

大
名
真
田
家
に
お
け
る
婚
姻
」（『
信
濃
』
第
五
五
巻
第
４
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
宅
智
志
「
大

名
婚
姻
に
関
す
る
一
考
察
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
文
学
研
究
科
篇
、
第
三
十
九
号
、

二
〇
一
一
年
）、
白
根
孝
胤
「
御
三
家
に
お
け
る
縁
戚
関
係
の
形
成
と
江
戸
屋
敷
」（『
徳
川
林

政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
41
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
高
橋
博
「
大
名
佐
竹
家
の
婚
姻
・
通
婚

圏
と
幕
藩
関
係
」（『
学
習
院
史
学
』
第
32
号
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

（
４
） 

磯
田
道
史
「
大
名
家
臣
団
の
通
婚
構
造
」（『
社
会
経
済
史
学
』
63
巻
５
号
、
一
九
九
八
年
）、

林
由
紀
子
「
尾
張
藩
士
の
婚
姻
と
家
格
」（
名
古
屋
大
学
『
法
政
論
集
』
第
90
号
、一
九
八
二
年
）

こ
れ
は
後
に
、
林
董
一
編
『
新
編
尾
張
藩
家
臣
団
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）

に
補
訂
し
て
収
録
。

（
５
） 

松
尾
美
恵
子
「
近
世
武
家
の
婚
姻
・
養
子
と
持
参
金
」（『
学
習
院
史
学
』
第
16
巻
、
一
九
八
〇

年
）。

（
６
）
前
掲
註
３
北
村
論
文
。

（
７
） 

前
掲
註
３
北
村
論
文
、
高
橋
博
「
大
名
佐
竹
家
の
婚
礼
構
造
」（『
学
習
院
史
学
』
第
48
巻
、

二
〇
一
〇
年
）、
同
「
八
戸
藩
主
の
婚
礼
関
係
史
料
」（『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』

１
３
０
、二
〇
一
一
年
）。

（
８
） 

例
え
ば
、
東
郷
富
規
子
「
江
戸
後
期
に
お
け
る
京
都
商
家
の
生
活
文
化
」（
園
田
学
園
女
子
大

学
『
論
文
集
』
第
26
号
、
一
九
九
二
年
）。

（
９
） 

例
え
ば
、
宮
下
美
智
子
「
農
村
に
お
け
る
家
族
と
婚
姻
」（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女

性
史
』
第
３
巻
、
近
世
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）、
大
口
勇
次
郎
「
江
戸
時
代
に

お
け
る
農
民
家
族
の
婚
姻
」（
聖
徳
大
学
家
族
問
題
相
談
セ
ン
タ
ー
紀
要『
家
族
問
題
相
談
研
究
』

４
、二
〇
〇
六
年
）。

（
10
） ｢

竹
垣
直
道
日
記｣

（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）。
な
お
同
史
料
を
翻
刻
中
で
、
嘉
永
二
年
よ

り
同
四
年
ま
で
を
『
地
域
政
策
研
究
』
第
15
巻
第
４
号
、
第
16
巻
第
２
号
、
第
16
巻
第
４
号
、

第
17
巻
第
１
号
、
第
18
巻
第
１
号
、
第
19
巻
第
１
号
に
掲
載
し
て
い
る
。

（
11
）
西
沢
淳
男
『
幕
領
陣
屋
と
代
官
支
配
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
12
）
西
沢
淳
男
『
代
官
の
日
常
生
活
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）。

（
13
）
註
（
12
）
に
同
じ
。

（
14
）
註
（
11
）
に
同
じ
。

（
15
） 『
大
坂
代
官
竹
垣
直
道
日
記
（
二
）』（
関
西
大
学
な
に
わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
八
年
）。
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（
16
） 

藪
田
貫
「
大
坂
代
官
の
世
界
―
竹
垣
直
道
日
記
に
つ
い
て
―
」（『
近
世
の
畿
内
と
西
国
』
清
文

堂
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
17
）『
杉
浦
梅
潭
目
付
日
記
』（
み
ず
う
み
書
房
、
一
九
九
一
年
）。

（
18
） 
関
西
大
学
図
書
館
資
料
シ
リ
ー
ズ　

第
二
輯
『
江
戸
書
状
』
そ
の
二
（
関
西
大
学
図
書
館
、

一
九
八
二
年
）。

（
19
）
前
掲
註
（
５
）
に
同
じ
。

（
20
） 

姜
鶯
燕
「
徳
川
幕
府
の
旗
本
の
持
参
金
養
子
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
本
研
究
』
第
40
巻
、

二
〇
〇
九
年
）。

（
21
）
前
掲
註
（
５
）
に
同
じ
。

（
22
）
小
川
恭
一
『
江
戸
の
旗
本
事
典
』（
講
談
社
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
23
） 

吉
成
香
澄
「
将
軍
姫
君
の
婚
礼
の
変
遷
と
文
化
期
御
守
殿
入
用
」（『
学
習
院
史
学
』
第
47
巻
、

二
〇
〇
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
将
軍
姫
君
の
婚
礼
の
際
の
移
動
は
「
入
輿
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た

が
、文
化
期
以
降
財
政
難
に
よ
る
婚
礼
の
省
略
化
に
よ
っ
て
「
引
移
」
と
表
現
が
替
わ
る
。「
入

輿
」
と
異
な
り
婚
礼
の
意
味
は
含
ま
れ
ず
、
単
な
る
移
動
・
引
越
を
意
味
す
る
と
い
う
。

（
24
） 

江
戸
時
代
前
期
の
装
剣
金
工
（『
日
本
人
名
大
辞
典
』JapanKnow
ledge, http://

japanknow
ledge.com

,

参
照 2016-11-12
）。

（
25
）「
軍
役
人
数
割
」
一
九
九
（『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
、
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）。

（
26
）『
徳
川
盛
世
録
』（
東
洋
文
庫
４
９
６
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
27
） 

婚
礼
の
三
日
目
に
、
嫁
婿
の
両
方
の
家
で
餠
を
つ
か
せ
て
五
八
〇
個
に
ま
る
め
、
か
ま
す
に
入

れ
、
互
い
に
使
い
に
持
た
せ
て
贈
り
あ
う
、
祝
い
の
餠
。（『
日
本
国
語
大
辞
典
』

JapanKnow
ledge, http://japanknow

ledge.com
, 

参
照 2016-11-20

）。

（
28
）
前
掲
註
（
７
）
高
橋
『
学
習
院
史
学
』
論
文
。

（
29
）
前
掲
註
（
７
）
高
橋
『
学
習
院
史
学
』
論
文
。

（
30
）
前
掲
註
（
７
）
高
橋
『
弘
前
大
学
國
史
研
究
』
論
文
。

（
31
）
前
掲
註
（
23
）
に
同
じ
。

[

付
記]

　
　

千
葉
貢
先
生
定
年
を
迎
え
ら
れ
、
長
い
間
ほ
ん
と
う
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。
先
生
に
は
本
学
に

着
任
以
来
、
地
域
づ
く
り
学
科
の
同
じ
文
化
領
域
と
い
う
こ
と
で
、
卒
論
・
修
論
の
主
査
あ
る
い

は
副
査
と
し
て
六
年
間
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
拙
い
ゼ
ミ
生
の
論
文
も
丹
念
に
読
み

込
ま
れ
、
ご
指
導
下
さ
れ
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
後
の
先
生
の
益
々
の
ご
活
躍
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。


